
《1 年間お世話になる校医の先生方》 

立山町立釜ヶ渕小学校 

保健室 

令和３年４月６日 
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《4 月保健行事》 

 

歯科検診  4/1６（金） 
むし歯や歯肉、歯みがきの状態を調べます。 

内 科 

植野 克巳 先生（植野内科） 

 

歯 科 

小泉 隆英 先生（小泉歯科） 

 

眼 科 

 東條 直貴 先生（雄山アイクリニック） 

 

耳鼻科 

植野 喜三 先生（植野耳鼻咽喉科） 

入学・進級おめでとうございます。暖かな春の日差しに迎えられ、新しい年度がスター

トしました。子供たちが心も体もすくすくと成長することを願って、保健だより「すくす

く」では、保健・健康に関する情報をお知らせします。今年度も子供たちが笑顔で楽しく

学校生活を送っていけるように、心と体の健康を守るサポートをしていきたいと思ってい

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 

眼科検診  4/２２（木） 
眼の病気がないか調べます。検査前にアンケートを配付します。

お子さんに気になる症状があれば記入して下さい。 

内科検診・耳鼻科検診は

５月に予定しています。 

 

８日(木) 発育測定（１～３年） 

９日(金) 発育測定（４～６年） 

13 日(火) 視力測定（４～６年） 

※めがねを持っている人は必ず持参してください。 

14 日(水) 視力測定（１～３年） 

※めがねを持っている人は必ず持参してください。 

16 日(金) 歯科検診（全学年） 

19 日(月) 聴力検査（３～６学年） 

21 日(水) 聴力検査（１・２学年） 

22 日(木)  眼科検診（全学年） 

※事前にアンケートを配布します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センターについて 

学校にいる時または学校の行き帰りのけが等で医療機関を受診した場合、共済給付が受けられます。

共済掛金（年額）は、保護者等負担額 460 円（立山町教育委員会負担額 485 円）です。対象は、医

療費 5,000 円以上（窓口では 1,500 円以上）となっています。 

学校でのケガで病院を受診される場合、ピンクの紙（子ども医療費助成）はできるだけ使用せず、現

金で支払い、領収書と「医療等の状況」等の書類と一緒に学校へ提出してください。 

※一度加入に同意していただくと、在学中は加入に同意されたものとなり、昨年度から 460 円を学

年集金より徴収させていただくこととなりました。           

保護者の方へお願い 

 

４月は、健康調査や問診票等、お子さんの健康状態をいち早く確認するために、書類の記入

をお願いすることになります。お手数をおかけしますが、記入漏れのないように各種書類に必

要事項をご記入の上、担任まで提出していただきますよう、ご協力のほどよろしくお願い致し

ます。 

専門医への受診または治療が必要と認められたお子さんには、治療カードを配付します。早

期受診及び早期治療をお願いします。 

欠席等の連絡について 

学校を欠席される場合は、７：５０～８：１０まで

に電話等での連絡をお願いします。その際に詳しい症

状も教えて下さい。 

 

釜ヶ渕小学校 ４６２－９１６６ 

※早退や遅刻の際も事前にお知らせ下さい。 

★右記の疾病は出席停止となりますので、医師

の診断後、ただちに学校へお知らせください。 

 

★「出席停止の連絡票」を渡しますので、医師

の証明をいただいてから登校させてくださ

い。 

 

出席停止について ・インフルエンザ 

・水痘（みずぼうそう） 

・風疹 

・咽頭結膜熱（プール熱） 

・流行性耳下腺炎 

・麻疹（はしか） 

・流行性角結膜炎 等 

 今年度から釜ヶ渕小学校の保健を担当す

る I. H です。渕水っ子が元気で楽しい学校

生活を送れるようにお手伝いします。どう

ぞよろしくお願いします。お子さんの体の

こと等で心配なことや気を付けてほしいこ

とがありましたら、いつ 

でも、気軽にご相談ください。 

★新型コロナウイルス感染症の流行が続いています。体調が悪い場合は、無理をせずにご家庭で

ゆっくり休養してください。 


